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議事の経過 

 開議  午前 10時 

○尾原進一議長  これより本日の会議を開きます。 

 日程に入る前に事務局長が諸般の報告をいたします。 

 事務局長。 

○山﨑冨貴事務局長  本日の出欠状況を報告いたします。 

 定数 14人、全員出席であります。 

 以上で諸般の報告を終わります。 

○尾原進一議長  これより日程に入ります。 

日程第１、議案第１号「行政不服審査法第 81条第１項の機関の事務の委託に関する議案」か

ら議案第 12号「東川辺地総合整備計画変更の件」まで、及び議案第 16号「安芸市漁業共同利用

施設の指定管理者の管理施設の変更に関する件」までの 13件を一括議題といたします。 
これよりこれら 13件に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○尾原進一議長  別に質疑もなければ質疑を終結いたします。 

 これより委員会付託を行います。ただいま議題となっておりますこれら 13 件は、お手元に配

付いたしました委員会付託表のとおり、それぞれ所管委員会へ付託いたします。 

日程第２、議案第 13 号「高知県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少及び

高知県市町村総合事務組合規約の変更について」から議案第 15 号「高知県市町村総合事務組合

から高幡西部特別養護老人ホーム組合が脱退することに伴う財産処分について」までの３件を一

括議題といたします。 

 これよりこれら３件に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。 

    （「なし」と呼ぶ者あり） 

○尾原進一議長  別に質疑もなければ質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。ただいま議題となっておりますこれら３件は、委員会への付託を省略した

いと思います。これに御異議ありませんか。 

    （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○尾原進一議長  御異議なしと認めます。よって、これら３件は、委員会への付託を省略する

ことに決しました。 

 これより、討論に入ります。討論はありませんか。 

    （「なし」と呼ぶ者あり） 

○尾原進一議長  別に討論もなければ、討論を終結いたします。 

 これより、議案第 13 号「高知県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少及び

高知県市町村総合事務組合規約の変更について」を採決いたします。 

本件は原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 
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    （賛成者起立） 

○尾原進一議長  起立全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。 

これより、議案第 14 号「高知県市町村総合事務組合から芸東衛生組合が脱退することに伴う

財産処分について」を採決いたします。 

本件は原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 

    （賛成者起立） 

○尾原進一議長  起立全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。 

これより、議案第 15 号「高知県市町村総合事務組合から高幡西部特別養護老人ホーム組合が

脱退することに伴う財産処分について」を採決いたします。 

本件は原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 

    （賛成者起立） 

○尾原進一議長  起立全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。 

日程第３、議案第 17号「令和元年度安芸市一般会計補正予算（第６号）」から議案第 27号「令

和元年度安芸市水道事業会計補正予算（第３号）」までの 11件を一括議題といたします。 

これよりこれら 11件に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○尾原進一議長  別に質疑もなければ質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。ただいま議題となっておりますこれら 11 件は、委員会への付託を省略し

たいと思います。これに御異議ありませんか。 

    （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○尾原進一議長  御異議なしと認めます。よって、これら 11 件は、委員会への付託を省略す

ることに決しました。 

 これより、討論に入ります。討論はありませんか。 

    （「なし」と呼ぶ者あり） 

○尾原進一議長  別に討論もなければ、討論を終結いたします。 

これより、議案第 17号「令和元年度安芸市一般会計補正予算（第６号）」を採決いたします。 

本件は原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 

    （賛成者起立） 

○尾原進一議長  起立全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。 

これより、議案第 18号「令和元年度安芸市国民健康保険事業特別会計補正予算（第４号）」を

採決いたします。 

本件は原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 

    （賛成者起立） 

○尾原進一議長  起立全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。 

これより、議案第 19号「令和元年度安芸市元気バス事業特別会計補正予算（第１号）」を採決
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いたします。 

本件は原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 

    （賛成者起立） 

○尾原進一議長  起立全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。 

これより、議案第 20 号「令和元年度安芸市住宅新築資金等貸付事業特別会計補正予算（第１

号）」を採決いたします。 

本件は原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 

    （賛成者起立） 

○尾原進一議長  起立全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。 

これより、議案第 21号「令和元年度安芸市公共下水道事業特別会計補正予算（第３号）」を採

決いたします。 

本件は原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 

    （賛成者起立） 

○尾原進一議長  起立全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。 

これより、議案第 22号「令和元年度安芸市鉄道経営助成基金事業特別会計補正予算（第１号）」

を採決いたします。 

本件は原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 

    （賛成者起立） 

○尾原進一議長  起立全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。 

これより、議案第 23号「令和元年度安芸市農業集落排水事業特別会計補正予算（第２号）」を

採決いたします。 

本件は原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 

    （賛成者起立） 

○尾原進一議長  起立全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。 

これより、議案第 24号「令和元年度安芸市墓地公園事業特別会計補正予算（第１号）」を採決

いたします。 

本件は原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 

    （賛成者起立） 

○尾原進一議長  起立全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。 

これより、議案第 25号「令和元年度安芸市介護保険事業特別会計補正予算（第３号）」を採決

いたします。 

本件は原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 

    （賛成者起立） 

○尾原進一議長  起立全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。 

これより、議案第 26号「令和元年度安芸市後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第２号）」
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を採決いたします。 

本件は原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 

    （賛成者起立） 

○尾原進一議長  起立全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。 

これより、議案第 27号「令和元年度安芸市水道事業会計補正予算（第３号）」を採決いたしま

す。 

本件は原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 

    （賛成者起立） 

○尾原進一議長  起立全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。 

以上で、本日の日程は全部終了いたしました。 

 明日から 15日まで休会とし、16日午前 10時再開いたします。 

 本日はこれをもって散会いたします。 

     散会  午前 10時９分 


